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r6物価_1_2

（単位：千円）

電話番号 既配分額
国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①

メールアドレス 既配分額
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　給付費　交付限度額②

既配分額
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　事務費　交付限度額③

既配分額
国のR5予備費分（定額減税一体支援枠分）　給付費　交付限度額④

既配分額
国のR5予備費分（定額減税一体支援枠分）　事務費　交付限度額⑤

既配分額
国のR5補正分（定額減税一体支援枠分）　事務費　交付限度額⑤

既配分額
国のR5予備費分（給付支援サービス分）　交付限度額⑥

今回配分予定額
国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①

今回配分予定額
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　給付費　交付限度額②

今回配分予定額
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　事務費　交付限度額③

今回配分予定額
国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）　給付費　交付限度額④

今回配分予定額
国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）　事務費　交付限度額⑤

今回配分予定額　※
国のR5補正分（給付金・定額減税一体支援枠分）　事務費　交付限度額⑤

今回配分予定額
国のR5予備費分（給付支援サービス分）　交付限度額⑥

配分予定額計
国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①

配分予定額計
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　給付費　交付限度額②

配分予定額計
国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　事務費　交付限度額③

配分予定額計
国のR5予備費分（定額減税一体支援枠分）　給付費　交付限度額④

配分予定額計
国のR5予備費分（定額減税一体支援枠分）　事務費　交付限度額⑤

配分予定額計　※
国のR5補正分（定額減税一体支援枠分）　事務費　交付限度額⑤

配分予定額計
国のR5予備費分（給付支援サービス分）　交付限度額⑥

配分予定額計

移替先

Ａ

Ｂ１ Ｂ４

交付対象経費

国のR5補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー
分）

国のR5補正予算分
（交付限度額②）

（低所得世帯支援枠分）
給付費

国のR5補正予算分
（交付限度額③）

（低所得世帯支援枠分）
事務費

国のR5予備費
（交付限度額④）

（給付金・定額減税一
体支援枠分）　給付費

国のR5予備費・R5補正

（交付限度額⑤）
（給付金・定額減税一
体支援枠分）　事務費

国のR5予備費
（交付限度額⑥）

（給付支援サービス
分）

その他
（一般財源や補助対象

外経費等）

合計  57,919  57,919  27,075  3,360 623 21,500 5,361 - -

令和5年度住民税均等割非課
税世帯（7万円）

（低所得世帯支援枠）
1 R5_補正 低所得 ○ ○ ○ 令和５年度新冠町住民税非

課税世帯臨時特別給付金
Ⅰ．物価高から国民
生活を守る

○ － 3,983 3,983 - 3,360 623 -

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々
の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R５,R６の累計給付金額
R５年度分の住民税非課税世帯　847世帯×70千円　　のうちR６計画
分
事務費623千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　人件費
として支出]
④R５年度分の住民税非課税世帯　（847世帯）

－ ○ － R5.12 R6.6 対象世帯に対して令和5年12
月までに支給を開始する

ホームページ、広報誌等
対象分野に関連しな
い

R5補正（地）

一体給付
（給付金・定額減税一体支援）

2 R5_予備 一体支援 ○ ○ ○
令和６年度新冠町新たな住民
税非課税及び均等割りのみ
課税世帯臨時特別給付金

Ⅰ．物価高から国民
生活を守る

○ － 26,861 26,861 - 21,500 5,361 -

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々
の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R５,R６の累計給付金額
令和５年度均等割のみ課税世帯　298世帯×100千円、令和６年度非
課税化世帯　8世帯×100千円、令和６年度均等割のみ課税化世帯　1
世帯×100千円、子ども加算　100人×50千円、定額減税を補足する給
付の対象者　1030人　(20600千円）　　のうちR６計画分
事務費　5361千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　業務委
託料　人件費　として支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（307世帯）、定額減税を補足する
給付の対象者数（1030人）

－ ○ － R6.9 R6.10 対象世帯に対して令和6年9月
までに支給を開始する

ホームページ、広報誌等
対象分野に関連しな
い

R6補正（地）

（デジタル庁）
給付支援サービス 3 - -

住民税均等割非課税世帯等
への支援関連の
給付費

（家計急変への横出し等・補正）

4 - -

一体給付関連の
給付費

（上乗せ等・予備費）
5 - -

事務費
（上乗せ・横出し）

6 - -

7 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
学生等応援給付金事業（子育
て世帯物価高騰対策支援事
業）

Ⅰ．物価高から国民
生活を守る

○

②エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に
伴う子育て世
帯支援

5,434 5,434 5,434

①町内の小中学生については、学校給食費を無償化とし、保護者の負
担軽減を図っているが、高校生以上の学生等に対しては負担軽減を実
施していないことから、エネルギー及び食料品価格等の物価高騰に伴
い、生活に影響を受けている高校生以上の学生等に対し、給付金を支
給し、家計の負担軽減を図ることを目的とする。
②高校生以上の学生等に対し、1人当たり20,000円の給付金を支給
③昼食1食分を500円に設定し、食品の値上げ率約20％を乗じた食品
価格の高騰分を影響額とし、影響額の10ヶ月分（学校休業期間を除く）
を給付金として支給するもの。
【給付金】＠500円×20％×20日（1ヶ月日数）×10ヵ月＝20,000円
【支給総額】給付金20,000円×対象者数270名＝5,400,000円
【手数料】　振込手数料　＠123円×270名＝33,210円≒34,000円
【事業費合計】　5,434,000円
④町内に住所を有する高校生以上の学生等、または基準日において、
新冠町に住所を有する世帯の世帯員として基準日以前に住民記録さ
れていた学生等（高校生、高等専門学校生、大学生、大学院生、短期
大学生、専修学校生、その他各種学校生）

－ ○ － R6.6 R7.3
事業目的に鑑み、対象となる
学生等に100％の支給を目指
す。

町HP、広報紙で周知
対象分野に関連しな
い

R6補正（地）

8 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
介護・障がい施設等食材料費
支援金支給事業

Ⅰ．物価高から国民
生活を守る

○

⑤医療・介護・
保育施設、学
校施設、公衆
浴場等に対す
る物価高騰対
策支援

1,424 1,424 1,424

①物価高騰の影響を受けている介護・障がい施設などの負担軽減を図
るため、食材料費高騰分に対し支援金を支給する。
②③◆入所施設等（定員当たり6,500円）⇒認知症対応型共同生活介
護・介護老人福祉施設・有料老人ホーム・障害者支援施設・短期入所・
共同生活援助  全6事業所、総定員196名×6,500円＝1,274,000円　◆
日中活動系サービス（定員当たり2,500円）⇒就労継続支援B型事業所
全3事業所、総定員60名×2,500円＝150,000円　合計　全9事業所
1,424,000円
④介護3事業所　障がい6事業所

－ － － R6.8 R6.12
支給対象事業所数９事業所
に支給する。

町HP、広報紙で周知
対象分野に関連しな
い

R6補正（地）

9 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○ あったか暖房費助成事業
Ⅰ．物価高から国民
生活を守る

○

①エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に
伴う低所得世
帯支援

3,644 3,644 3,644

①灯油・電気代等の燃料価格高騰により、低所得の高齢者世帯等の
暖房経費が増している為、燃料購入経費の一部を助成するもの。
②③扶助費@10,000円×355世帯＝3,550,000円
消耗品費10,000円（周知用チラシ作成用紙）
通信運搬費40,000円（決定又は非該当通知書の郵送@110×355通）
手数料44,000円（振込手数料　＠123円×355通）
合計　3,644,000円
④交付対象者：町民税非課税世帯である高齢者世帯295世帯・障害者
世帯35世帯・ひとり親世帯25世帯
交付額：1世帯あたり10,000円の現金給付（口座振込み）

－ ○ － R6.10 R7.3
支給対象世帯数355世帯に支
給する。

町ＨＰ、町政委託文書で周知
対象分野に関連しな
い

R6補正（地）

                                                                                                                                2,036

                                                                                                                                      -

-

                                                                                                                                2,036

国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）
給付費　交付限度額④　（令和6年●月通知分）

小計　交付限度額④

国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）
事務費　交付限度額⑤　（令和6年●月通知分）

国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）
事務費　交付限度額⑤　（令和6年●月通知分）

2,036

国のR5予備費分（給付支援サービス分）
交付限度額⑥　（令和6年4月・6月通知分）

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）
事務費　交付限度額③　（令和6年●月通知分）

3,360

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）
給付費　交付限度額②　（令和6年4月通知分）

交付限度額計

                                                                                                                                  892

国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）
給付費　交付限度額④　（令和6年7月5日通知分）

国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）
給付費　交付限度額④　（令和6年●月通知分）

国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）
給付費　交付限度額④　（令和6年●月通知分）

国のR5補正分（給付金・定額減税一体支援枠分）
事務費　交付限度額⑤　（令和6年7月5日通知分）

小計　交付限度額⑤

国のR5予備費分（給付支援サービス分）
交付限度額⑥　（令和6年●月通知分）

小計　交付限度額⑥

                                                                                                                                      -

国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）
事務費　交付限度額⑤　（令和6年7月5日通知分）

                                                                                                                                1,330

小計　交付限度額③

                                                                                                                                1,330

                                                                                                                                      -

事業
終期

備考2
成果目標（可能な限り定量

的指標を設定）
備考3実施状況の公表等について（HP,広報紙など）

備考1
(重点支援地方交付
金の追加を踏まえ
た各省庁の通知の
発出状況に定義さ
れている対象分野)

自治体での予算
区分

Ｂ

623

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ３

-

                                                                                                           -

teijyu@niikappu.jp

特定事業者等
支援

3,360

3,360

                                                                                                                                  120

34,515

-

-

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）
事務費　交付限度額③　（令和6年4月通知分）

総務省

26,897

令和６年度　物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金実施計画

26,897都道府県区分

地方公共団体名（コード有り）

都道府県・市町村コード（５桁） 01604

-

-

国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）
交付限度額①　（令和5年度本省繰越分）

【01_北海道】

01604_北海道新冠町

国のR5補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①

0146-47-2498

下川　広司

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　給付費　交付限度額②

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）
事務費　交付限度額③　（令和6年7月5日通知分）

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）
事務費　交付限度額③　（令和6年7月○日通知分）

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）
給付費　交付限度額②　（令和5年度本省繰越分）

772

-

-

担当部局課名

5,361

国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）　事務費　交付限度額⑤

27,075

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）　事務費　交付限度額③

3,360

担当者氏名

国のR5予備費分（給付金・定額減税一体支援枠分）　給付費　交付限度額④ 21,500

-

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）
事務費　交付限度額③　（令和5年度本省繰越分）

3,360

-

企画課

-

-

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）
給付費　交付限度額②　（令和6年7月5日通知分）

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）
給付費　交付限度額②　（令和6年7月○日通知分）

国のR5補正予算分（低所得世帯支援枠分）
給付費　交付限度額②　（令和6年●月通知分）

小計　交付限度額②

差

押

禁

止

法

の

対

象

範

囲

※

事

務

連

絡

参

照

Ｎｏ

エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰の
影響を受けた
生活者等に対
して事業の効
果が直接及ぶ

基金
事業
始期

623

国

の

予

算

年

度

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

国のR5補正分（給付金・定額減税一体支援枠分）　事務費　交付限度額⑤

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる

個人を対象と
した給付金等

地

方

単

独

事

業

推奨事業メ
ニュー ⑨を選択した場合、より効果がある

と考える理由

交付対象事業の名称 経済対策との関係

Ｂ２
Ｃ

総事業費
枠

26,897

34,246

2,036

※　給付金・定額減税一体支援枠分の事務費については、今回配分額をR5補正予算で措置します。
　　 （ただし、東京都及び静岡県内の自治体のみR5予備費で措置）

国のR5予備費分（給付支援サービス分）　交付限度額⑥ -

交付対象経費
(地方単独事業費) -

※　給付金・定額減税一体支援枠分の事務費については、今回配分額をR5補正予算で措置します。
　　 （ただし、東京都及び静岡県内の自治体のみR5予備費で措置）

1,330

623

-

1,330

-

-
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（給付金・定額減税一
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（給付金・定額減税一
体支援枠分）　事務費

国のR5予備費
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Ｂ
事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）
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支援
Ｎｏ
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度
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業
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交付対象事業の名称 経済対策との関係
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枠
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10 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
学校施設等物価高騰対策支
援事業

Ⅰ．物価高から国民
生活を守る

○

⑨推奨事業メ
ニュー例よりも
更に効果があ
ると判断する地
方単独事業

町内の小中学校は公立学校しかなく、
町内の児童・生徒全てが通う小中学校
に対するエネルギー価格の高騰対策を
実施することで、子供たちの適切な教育
環境の維持につながるため

4,821 4,821 4,821

①町内児童生徒が利用している小中学校施設及びスクールバス車両
の燃料費及び電気料等、エネルギー費用の高騰に伴う影響額を事業
費に充当し、学校運営事業水準を確保することを目的とする。
②③町内小中学校、スクールバス車両にかかるエネルギー費用の影
響額を事業費に充当するもの。
［算定式］
　R6使用見込量×高騰影響額（R5平均単価－前3ヵ年（Ｒ1～3）平均単
価）
・新冠小学校
　電気料　143,544kwh×5円≒717,000円　　燃料費　31,840L×29円≒
923,000円　　ガス　572.5㎥×182円≒104,000円　計　1,744,000円
・新冠中学校
　電気料　110,602kwh×4円≒442,000円　　燃料費　62,758L×29円≒
1,819,000円　　ガス　459.4㎥×264円≒121,000円　計　2,382,000円
・スクールバス
　燃料費　35,825L×19.4≒695,000円
　影響額合計  　4,821,000円
④町内小中学校（2校）、スクールバス車両（7台）

－ － － R6.4 R7.3

対象施設である中学校１校、
小学校1校及び小中学校へ通
学するスクールバス７台の高
騰影響額に100％充当し、エ
ネルギー価格高騰以前（令和
３年）の運営管理水準を維持
する。

町ＨＰ、広報紙で周知
対象分野に関連しな
い

R6当初（地）

11 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
認定こども園ド・レ・ミ物価高
騰対策支援事業

Ⅰ．物価高から国民
生活を守る

○

⑨推奨事業メ
ニュー例よりも
更に効果があ
ると判断する地
方単独事業

町内唯一の認定こども園で町内の乳幼
児が通う認定こども園ド・レ・ミに対する
エネルギー価格の高騰対策を実施する
ことで、子供たちの適切な保育及び教育
環境の維持につながるため

1,304 1,304 1,304

①エネルギー価格の高騰による光熱水費高騰が事業に与えた影響は
大きく、適切な教育保育環境を維持・推進するため、光熱水費高騰によ
る影響額を事業費に充当し、こども園運営事業水準を確保することを
目的とする。
②③光熱水費
［算定式］
　R6使用見込量×高騰影響額（R5平均単価－前3ヵ年（Ｒ1～3）平均単
価）
　電気料　169,310kwh×7.7円＝1,303,687円

－ － － R6.4 R7.3

対象施設である認定こども園
１施設の高騰影響額に100％
充当し、エネルギー価格高騰
以前（令和３年）の運営管理
水準を維持する。

町ＨＰ、広報紙で周知
対象分野に関連しな
い

R6当初（地）

12 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
診療所物価高騰対策支援事
業

Ⅰ．物価高から国民
生活を守る

○

⑨推奨事業メ
ニュー例よりも
更に効果があ
ると判断する地
方単独事業

町内唯一の診療機関である町立診療所
に対するエネルギー価格の高騰対策を
実施することで、町民の医療環境の維
持確保につながるため

2,329 2,329 2,329

①今般のエネルギー価格や物価高騰の影響を鑑み、医療施設の運営
に必要な燃料費及び光熱水費の高騰分に対して充当し、診療所医療
施設の適切な運営水準の維持を図る。
②③エネルギー価格の高騰に伴う影響額を次の算定式で算出する。
［算定式］
　R6使用見込量×高騰影響額（R4平均単価－前3ヵ年（Ｒ1～3）平均単
価）
　・電気代　　194,897 kwh × 2.3 円 ＝ 448,263 円
　・重油代　　55,052 L × 29.8 円 ＝ 1,640,550 円
　・ガス代　　453 ㎥ × 244.2 円 ＝ 110,623 円
　・灯油代　　4,433 L × 29.1 円 ＝ 129,000円
　　影響額合計　2,328,436円
④新冠町立国民健康保険診療所

－ － － R6.4 R7.3

対象施設である診療所１施設
の高騰影響額に100％充当
し、エネルギー価格高騰以前
（令和３年）の運営管理水準を
維持する。

町ＨＰ、広報紙で周知
対象分野に関連しな
い

R6当初（地）

13 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
新冠町立特別養護老人ホー
ム恵寿荘会計繰出金事業（物
価高騰対策支援事業）

Ⅰ．物価高から国民
生活を守る

○

⑨推奨事業メ
ニュー例よりも
更に効果があ
ると判断する地
方単独事業

介護サービスの維持のため、町立の介
護施設に対してエネルギー価格の高騰
対策を実施することで、町民の介護施設
利用環境の維持確保につながるため

2,486 2,486 2,486

①エネルギー価格高騰の影響を受けている介護サービス事業の光熱
水費経費を支援し運営の継続を図る。
②光熱水費（電気、重油、プロパンガス、灯油、ガソリン）
③［算定式］
　R6使用見込量×高騰影響額（R5平均単価－前3ヵ年（Ｒ1～3）平均単
価）
・特別養護老人ホーム
　電気料　130,448kwh×3.5円＝456,568円　重油　37,499L×28.1円＝
1,053,722円　プロパンガス　1,842㎥×238.6円＝439,501円　ガソリン
968L×4.9円＝4,743円　　計　1,954,534円
・ショートステイ
　電気料　31,753kwh×3.4円＝107,960円　重油　5,556L×25.9円＝
254,248円　計　362,208円
・デイサービス
　電気料　38,772kwh×3.7円＝143,456円　重油　115L×28.1円＝3272
円　プロパンガス　174㎥×134.5円＝23,403円　計　170,091円
影響額合計　2,486,833円
④特別養護老人ホーム、ショートステイ、デイサービス

－ － － R6.4 R7.3

対象施設である特別養護老
人ホーム１施設、ショートステ
イ施設１施設、デイサービス
施設１施設の高騰影響額に
100％充当し、エネルギー価
格高騰以前（令和３年）の運
営管理水準を維持する。

町ＨＰ、広報紙で周知
対象分野に関連しな
い

R6当初（地）

14 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
新冠老人憩の家物価高騰対
策支援事業

Ⅰ．物価高から国民
生活を守る

○

⑨推奨事業メ
ニュー例よりも
更に効果があ
ると判断する地
方単独事業

町内の高齢者が利用する町立の入浴施
設に対し、エネルギー価格の高騰対策
を実施することで、町民の施設利用環境
の維持確保につながるため

409 409 409

①エネルギー価格高騰の影響を受けている新冠老人憩の家の光熱水
費経費を支援し運営の継続を図る。
②③光熱水費
［算定式］
　R6使用見込量×高騰影響額（R5平均単価－前3ヵ年（Ｒ1～3）平均単
価）
　電気料　25,729kwh×2.39円＝61,492円
　燃料費　10,914L×31.89円＝348,047円
　影響額合計　409,539円
④新冠老人憩の家

－ － － R6.4 R7.3

対象施設である新冠老人憩
の家１施設の高騰影響額に
100％充当し、エネルギー価
格高騰以前（令和３年）の運
営管理水準を維持する。

町ＨＰ、広報紙で周知
対象分野に関連しな
い

R6当初（地）

15 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
節婦老人憩の家物価高騰対
策支援事業

Ⅰ．物価高から国民
生活を守る

○

⑨推奨事業メ
ニュー例よりも
更に効果があ
ると判断する地
方単独事業

町内の高齢者が利用する町立の入浴施
設に対し、エネルギー価格の高騰対策
を実施することで、町民の施設利用環境
の維持確保につながるため

470 470 470

①エネルギー価格高騰の影響を受けている節婦老人憩の家の光熱水
費経費を支援し運営の継続を図る。
②③光熱水費
［算定式］
　R6使用見込量×高騰影響額（R5平均単価－前3ヵ年（Ｒ1～3）平均単
価）
　電気料　7,430kwh×10.55円＝78,387円
　燃料費　12,355L×31.74円＝392,148円
　影響額合計　470,535円
④節婦老人憩の家

－ － － R6.4 R7.3

対象施設である節婦老人憩
の家１施設の高騰影響額に
100％充当し、エネルギー価
格高騰以前（令和３年）の運
営管理水準を維持する。

町ＨＰ、広報紙で周知
対象分野に関連しな
い

R6当初（地）

16 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
町民センター物価高騰対策支
援事業

Ⅰ．物価高から国民
生活を守る

○

⑨推奨事業メ
ニュー例よりも
更に効果があ
ると判断する地
方単独事業

町民の文化活動や健康増進活動に利
用される町立の社会教育施設に対し、エ
ネルギー価格の高騰対策を実施するこ
とで、町民の施設利用環境の維持確保
につながるため

479 479 479

①エネルギー価格高騰の影響を受けている町民センターの光熱水費
経費を支援し運営の継続を図る。
②③光熱水費
［算定式］
　R6使用見込量×高騰影響額（R5平均単価－前3ヵ年（Ｒ1～3）平均単
価）
　電気料　52,600kwh×3.7円＝194,620円
　燃料費　8,922L×31.74円＝283,720円
　影響額合計　478,340円
④新冠町民センター

－ － － R6.4 R7.3

対象施設である新冠町民セン
ター１施設の高騰影響額に
100％充当し、エネルギー価
格高騰以前（令和３年）の運
営管理水準を維持する。

町ＨＰ、広報紙で周知
対象分野に関連しな
い

R6当初（地）

17 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
スポーツセンター物価高騰対
策支援事業

Ⅰ．物価高から国民
生活を守る

○

⑨推奨事業メ
ニュー例よりも
更に効果があ
ると判断する地
方単独事業

町民のスポーツ活動に利用されている
町立の社会体育施設に対し、エネル
ギー価格の高騰対策を実施することで、
町民の施設利用環境の維持確保につな
がるため

619 619 619

①エネルギー価格高騰の影響を受けている新冠町民スポーツセンター
の光熱水費経費を支援し運営の継続を図る。
②③光熱水費
［算定式］
　R6使用見込量×高騰影響額（R5平均単価－前3ヵ年（Ｒ1～3）平均単
価）
　電気料　29,498kwh×2.1円＝61,946円
　燃料費　19,956L×27.9円＝556,773円
　影響額合計　618,719円
④新冠町民スポーツセンター

－ － － R6.4 R7.3

対象施設である新冠町民ス
ポーツセンター１施設の高騰
影響額に100％充当し、エネ
ルギー価格高騰以前（令和３
年）の運営管理水準を維持す
る。

町ＨＰ、広報紙で周知
対象分野に関連しな
い

R6当初（地）

18 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
レ・コード館物価高騰対策支
援事業

Ⅰ．物価高から国民
生活を守る

○

⑨推奨事業メ
ニュー例よりも
更に効果があ
ると判断する地
方単独事業

町内で町民の利用頻度が多く様々な社
会教育事業を行っている新冠町レ・コー
ド館に対するエネルギー価格の高騰対
策を実施することで、町民の利用を維持
し、社会教育環境の維持確保につなが
るため

3,057 3,057 3,057

①今般の光熱水費高騰が事業に与えた影響は大きく、適切な社会教
育環境を維持・推進するため、光熱水費高騰による影響額を事業費に
充当し、レ・コード館運営事業水準を確保することを目的とする。
②③光熱水費
［算定式］
　R6使用見込量×高騰影響額（R5平均単価－前3ヵ年（Ｒ1～3）平均単
価）
　電気料　379,436kwh×2.2円＝834,759円
　燃料費　77,400Ｌ×28.7円＝2,221,380円
　影響額合計　3,056,139円
④新冠町レ・コード館

－ － － R6.4 R7.3

対象施設である新冠町レ・
コード館１施設の高騰影響額
に100％充当し、エネルギー
価格高騰以前（令和３年）の
運営管理水準を維持する。

町ＨＰ、広報紙で周知
対象分野に関連しな
い

R6当初（地）

19 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
青年の家物価高騰対策支援
事業

Ⅰ．物価高から国民
生活を守る

○

⑨推奨事業メ
ニュー例よりも
更に効果があ
ると判断する地
方単独事業

町民の青少年活動やスポーツ活動に利
用されている町立日高判官館青年の家
に対するエネルギー価格の高騰対策を
実施することで、青少年活動環境の維
持確保につながるため。

308 308 308

①エネルギー価格高騰の影響を受けている日高判官館青年の家の光
熱水費経費を支援し運営の継続を図る。
②③光熱水費
［算定式］
　R6使用見込量×高騰影響額（R5平均単価－前3ヵ年（Ｒ1～3）平均単
価）
　電気料　40,020kwh×2.3円＝92,046円
　燃料費　7,993L×27.0円＝215,811円
　影響額合計　307,857円
④日高判官館青年の家

－ － － R6.4 R7.3

対象施設である日高判官館
青年の家１施設の高騰影響
額に100％充当し、エネル
ギー価格高騰以前（令和３
年）の運営管理水準を維持す
る。

町ＨＰ、広報紙で周知
対象分野に関連しな
い

R6当初（地）

20 R5_補正 推奨事業 ○ ○ ○
新冠温泉物価高騰対策支援
事業

Ⅰ．物価高から国民
生活を守る

○

⑨推奨事業メ
ニュー例よりも
更に効果があ
ると判断する地
方単独事業

新冠町の公の施設である新冠温泉レ・
コードの湯において、エネルギー価格高
騰の影響の影響により光熱水費の負担
が増加しているため、掛かる経費の一部
を支援し、町民の保養施設である温泉
施設の適切な管理運営を維持していく。

291 291 291

①エネルギー価格高騰の影響を受けている新冠温泉プラント施設に係
る光熱水費経費を支援し運営の継続を図る。
②③光熱水費
［算定式］
　R6使用見込量×高騰影響額（R5平均単価－前3ヵ年（Ｒ1～3）平均単
価）
　電気料　89,036kwh×2.2円＝195,879円
　燃料費　5,472L×17.5円＝95,760円
　影響額合計　291,639円≒291,000円
④新冠温泉レ・コードの湯

－ － － R6.4 R7.3

対象施設である新冠温泉レ・
コードの湯プラント１施設の高
騰影響額に100％充当し、エ
ネルギー価格高騰以前（令和
３年）の運営管理水準を維持
する。

町ＨＰ、広報紙で周知
対象分野に関連しな
い

R6当初（地）


